
 

 

                     

                                                       

                                                     

                                                          

                                                                                                                                     

                                                                                                                       

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                             

                                                                                                                                          

                                                             

                                                                                                     

                                                           

                                                                                                              

                                                                                                             

                                                        

                                                       

       

                                                                                                               

                                                              

                                                              

                                                                                                                            

    

                                                              

                                                                  

                                                                                                                                   

   

                                                                 

                                                                  

                                                                  

                                                                                                                                          

                                                   

                                                                  

                                                               

                                                             

                                                             

                                                            

                                                              

                                                            

                                                               

                                                            

                                                              

                                                             

                                                              

           

C.P.I.本部事務局への電話は、次の番号にお願いします。                      

無料になります。                                                    

050-5534-9384              

《告知板》ご存知ですか？ http://www.cpi-mate.gr.jp                  

☆☆☆C.P.I.ホームページになるべく頻繁にご訪問下さい。         

YAHOO, GOOGLE、GOOなどから、『CPI 教育里親』で検索して戴くこともできます。    

               

トップページにある“ボタン”をクリックしてください。盛りだくさんの情報があります。                               

● C.P.I.への 『ご質問』 に答えるページにリンクします。                                         

● 『新聞記事で見る C.P.I.の活動』にリンクします。                                                   

● 下の段の地図をクリックすると、現地報告のバックナンバーがあります。                             

● 『国際協力応援団』 バナーからは、VTRをみることもできます。                                   

１．総会議事録（署名人署名つき）コピーをお送りします                       

２．監事の公認会計士・塙先生の呼びかけを同封します。                

 ご友人への呼びかけをお願い致します。                     

《C.P.I.への寄付金に係わる税制》が改正されました！             

C.P.I.は、認定法人ですので、ご寄付がもっと活かせます                 

① 寄付額から 2,000円差引いた額の 50％が、所得税および住民税から戻ってきます。    

・ 所得税から 40％ が税金から控除できます。                           

・ 住民税から 10％（ただし、自治体が条例を定めた場合）が控除できます。                

② ①の場合、上限があります。控除額は、所得税額の 25％が限度です。 

③ 従来どおりに、所得控除の方法を選択することもできます。 

④ 所得税の確定申告のとき、C.P.I.からの寄付証明をお持ちください。                              

⑤ この改正は今年の１月 1日にさかのぼって適用されます。                          

⑥ また、遺言で遺産の寄付を指定されますと、相続資産を減らすこともできます。                    

 

http://www.cpi-mate.gr.jp/
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